
費
も
、
概
算
要
求
時
の
自
然

増
６
６
０
０
億
か
ら
２
２
０

０
億
圧
縮
で
大
臣
折
衝
は
合

意
し
て
い
る
。
こ
の
財
源
に

薬
価
・
材
料
の
引
き
下
げ
１

６
２
０
億
円
、
後
期
高
齢
者

医
療
２
割
負
担
か
ら
生
ま
れ

る
３
０
０
億
円
が
回
さ
れ
る
。

　
政
府
は
同
12
月
22
日
、
一

定
の
所
得
が
あ
る
75
歳
以
上

の
医
療
費
窓
口
負
担
を
１
割

か
ら
２
割
に
引
き
上
げ
る
時

期
を
本
年
10
月
か
ら
と
正
式

に
決
め
た
。
昨
年
６
月
に
成

立
し
た
医
療
制
度
改
革
関
連

法
で
は
開
始
時
期
に
幅
を
も

た
せ
て
い
た
が
、
厚
労
・
財

務
相
折
衝
で
合
意
し
た
。
単

身
年
収
２
０
０
万
、
夫
婦
で

同
３
２
０
万
以
上
の
世
帯
を

２
割
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
、

対
象
は
約
３
７
０
万
人
。
受

診
控
え
が
予
想
さ
れ
る
た
め

施
行
後
３
年
間
は
負
担
増
を

月
３
０
０
０
円
に
抑
え
る
激

変
緩
和
措
置
を
講
じ
る
と
い

う
が
、
そ
の
効
果
は
見
通
せ

な
い
。

　
基
本
認
識
と
し
て
▼
新
興

感
染
症
等
に
も
対
応
で
き
る

医
療
提
供
体
制
の
構
築
な
ど

　
国
の
医
療
費
抑
制
策
は
現

政
権
で
も
継
続
さ
れ
、
薬
価

引
き
下
げ
財
源
の
本
体
へ
の

充
当
要
請
は
又
も
反
故
に
さ

れ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
疲
弊
し
た

医
療
界
が
求
め
た
大
幅
な
プ

ラ
ス
改
定
は
、
あ
ろ
う
こ
と

か
コ
ロ
ナ
禍
前
の
前
回
改
定

率
（
０
・
55
％
増
）
を
下
回

る
マ
イ
ナ
ス
改
定
と
な
っ
た
。

同
時
に
22
年
度
の
社
会
保
障

療
機
関
の
再
診
料
・
処
方
箋

料
減
を
見
込
み
、
小
児
感
染

防
止
対
策
の
新
型
コ
ロ
ナ
特

例
加
算
の
時
限
廃
止
と
共
に
、

医
療
費
を
抑
制
す
る
狙
い
だ
。

進
」（
０
・
１
％
減
）「
小
児

の
感
染
防
止
加
算
廃
止
」（
０

・
１
％
減
）
の
増
減
に
よ
り
、

真
水
分
は
０
・
23
％
と
な
る
。

　
病
院
看
護
の
処
遇
改
善
は
、

対
象
を
新
型
コ
ロ
ナ
治
療
等

を
担
う
救
急
医
療
機
関
に
限

定
す
る
一
方
、
看
護
補
助
者

や
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
等
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
処
遇

改
善
に
も
充
て
る
。
リ
フ
ィ

ル
処
方
箋
の
導
入
・
活
用
促

進
に
よ
る
効
率
化
で
は
、
医

　
次
期
診
療
報
酬
の
改
定
は
、

医
科
・
歯
科
・
調
剤
の
全
て

が
プ
ラ
ス
改
定
と
な
っ
た
が
、

薬
価
・
材
料
の
１
・
37
％
減

と
合
わ
せ
た
全
体
改
定
率
は

０
・
94
％
減
の
マ
イ
ナ
ス
改

定
と
な
っ
た　
　
　
。

　
人
件
費
や
技
術
料
に
あ
た

る
本
体
部
分
は
０
・
43
％
増

で
あ
る
が
「
看
護
の
処
遇
改

善
」（
０
・
２
％
増
）「
不
妊

治
療
の
保
険
適
用
」（
０
・
２

％
増
）「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
促

医
療
を
取
り
巻
く
課
題
へ
の

対
応
▼
健
康
寿
命
の
延
伸
、

人
生
１
０
０
年
時
代
に
向
け

た
「
全
世
代
型
社
会
保
障
」

の
実
現
▼
患
者
・
国
民
に
身

近
で
あ
っ
て
、
安
心
、
安
全

で
質
の
高
い
医
療
の
実
現
▼

社
会
保
障
制
度
の
安
定
性
・

持
続
可
能
性
の
確
保
、
経
済
・

財
政
と
の
調
和―

―

を
掲
げ
、

「
社
会
保
障
の
機
能
強
化
と
持

続
可
能
性
の
確
保
を
通
じ
て
、

安
心
な
暮
ら
し
を
実
現
し
、

成
長
と
分
配
の
好
循
環
の
創

出
に
貢
献
す
る
と
い
う
視
点

も
重
要
」
と
し
た
。

　
１
月
12
日
に
は
基
本
方
針

を
基
と
し
た
議
論
の
整
理
案

も
示
さ
れ
た　
　
　
。

　　
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
推
進
に
関
連
し
、
か
強
診

の
施
設
基
準
要
件
が
議
論
さ

れ
、
見
直
さ
れ
る
方
向
。
訪

問
歯
科
診
療
や
Ｓ
Ｐ
Ｔ
に
関

連
す
る
要
件
が
届
出
に
お
け

る
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
の

調
査
結
果
に
よ
る
。
ま
た
、

在
宅
歯
科
医
療
を
見
直
し
、

障
害
者
歯
科
医
療
連
携
に
係

る
特
別
対
応
連
携
加
算
の
要

件
も
議
論
。

　
口
腔
疾
患
の
重
症
化
予
防

に
関
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｉ・Ⅱ
、Ｐ

重
防
の
算
定
要
件
・
点
数
の

複
雑
性
が
議
論
さ
れ
、
整
理

す
る
方
向
と
し
た
。
ま
た
、

小
児
・
高
齢
者
へ
の
フ
ッ
化

物
応
用
の
算
定
要
件
、
小
機

能
・
口
機
能
の
年
齢
要
件
等

も
見
直
し
の
予
定
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
４
月
改
定
は
目
前
。
コ
ロ

ナ
禍
で
疲
弊
し
た
国
民
そ
し

て
医
療
界
が
混
乱
し
な
い
よ

う
、
迅
速
か
つ
十
分
な
議
論

が
望
ま
れ
る
。

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
医
療
経
済
実
態
調
査
の
結

果
か
ら
、
中
医
協
で
診
療
側

は
「
新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応

を
通
じ
て
著
し
く
疲
弊
し
て

い
る
。
プ
ラ
ス
改
定
と
す
べ

き
」
と
訴
え
た
。
一
方
、
支

払
側
６
団
体
は
、
後
藤
厚
労

相
に
「
診
療
報
酬
を
引
き
上

げ
る
環
境
に
な
く
、
国
民
の

負
担
軽
減
に
つ
な
げ
る
べ
き
」

と
の
要
請
書
を
提
出
す
る
な

ど
、
各
側
の
主
張
が
真
っ
向

か
ら
対
立
し
た
▼
改
定
率
は
、

大
臣
折
衝
に
よ
り
本
体
プ
ラ

ス
０
・
43
％
で
合
意
す
る
も
、

実
質
マ
イ
ナ
ス
改
定
だ
。
本

会
は
、
医
療
提
供
体
制
の
立

て
直
し
に
は
プ
ラ
ス
改
定
以

外
に
な
い
と
し
て
、
関
係
閣

僚
は
じ
め
国
会
議
員
に
会
員

要
請
署
名
の
提
出
な
ど
、
大

幅
引
き
上
げ
を
求
め
て
き
た

▼「
薬
価
等
の
引
き
下
げ
分
は

本
体
に
振
り
替
え
る
」
と
し

た
中
医
協
合
意
は
、
ま
た
も

や
反
故
と
さ
れ
た
。
看
護
の

処
遇
改
善
と
不
妊
治
療
の
保

険
適
用
に
つ
い
て
も
「
別
枠
」

財
源
と
せ
ず
に
、
本
体
の
配

分
で
見
直
す
と
い
う
財
務
省

の
意
向
が
貫
か
れ
た
▼
２
０

０
２
年
以
降
か
ら
累
計
10
％

に
も
及
ぶ
マ
イ
ナ
ス
改
定
を

打
開
す
る
ど
こ
ろ
か
、
マ
イ

ナ
ス
改
定
を
更
に
突
き
進
め

る
財
務
省
の
姿
勢
が
示
さ
れ

た
と
言
え
る
。
疲
弊
し
た
医

療
現
場
を
救
う
た
め
に
は
、

診
療
報
酬
全
体
の
大
幅
引
き

上
げ
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
訴
え
た
い
。

加藤 康夫

（
龍
）

2022年（令和4年）2月5日

　

後
藤
厚
労
相
と
鈴
木
財
務
相
は
昨
年
12
月
22
日
に
閣
僚
折
衝
を
行

い
、次
期
診
療
報
酬
本
体
の
改
定
率
を
０
・
43
％
増（
国
費
ベ
ー
ス
で
３

０
０
億
円
増
）に
決
定
し
た
。こ
の
改
定
財
源
に
は
使
い
道
が
限
定
さ

れ
た
対
応
が
含
ま
れ
、い
わ
ゆ
る
真
水
分
は
０
・
23
％
増
と
極
め
て
厳

し
い
改
定
と
な
っ
た
。厚
労
相
は
同
日
開
催
さ
れ
た
中
医
協
総
会
へ

諮
問
し
、10
日
に
示
さ
れ
た
改
定
の
基
本
方
針
案
と
共
に
了
承
さ
れ
た
。

今
後
、中
医
協
で
は
２
月
の
答
申
に
向
け
て
本
格
的
な
議
論
を
行
う
。

（1）第969号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）

主な目次　

解
説
「
厚
労
大
臣　

中
医
協
へ

改
定
を
諮
問
」

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
会
員
訪
問

●
事
業
復
活
支
援
金

●
将
来
の
相
続
に
備
え
て

時
論「
初
診
か
ら
の
Ｏ
Ｌ
診
療

に
慎
重
な
検
討
を
」

●
…
面
２

●
…
面
３

●
…
面
４

　
１
月
15
日
、
名
古
屋
検
疫

所　
中
部
空
港
検
疫
所
支
所

の
守
屋
章
成
氏
を
講
師
に
迎

え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
会
を

開
催
し
、
85
名
の
医
師
・
歯

科
医
師
会
員
が
参
加
し
た
。

　
講
演
で
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン　
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

と
追
加
接
種
」
を
テ
ー
マ
に
、

昨
年
末
か
ら
猛
威
を
振
る
っ

て
い
る
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
や
効

果
が
期
待
さ
れ
る
追
加
接
種

な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
講
演
の
中
で
「
オ
ミ
ク
ロ

ン
株
は
『
デ
ル
タ
株
に
比
べ

て
』
重
症
化
し
に
く
い
が
、

決
し
て
風
邪
の
よ
う
に
軽
症

に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」

と
強
調
。「
感
染
力
が
強
い
た

め
重
症
者
が
少
な
い
場
合
で

も
病
床
逼
迫
は
デ
ル
タ
株
相

当
に
な
り
得
る
」
と
し
て
、

氏
の
見
解
を
述
べ
た
。

　
追
加
接
種
に
つ
い
て
は「
直

接
比
較
の
実
験
が
ま
だ
な
い
」

と
し
て
、
一
部
の
実
験
結
果

を
紹
介
し
た
。

　

ま
た
、
医
療
従
事
者
の
感

染
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
か

ら
「
事
前
に
地
域
内
で
業
務

の
連
携
な
ど
の
再
検
討
も
必

要
に
応
じ
て
行
っ
て
は
ど
う

か
」
と
参
加
者
に
呼
び
掛
け

た
。
　
参
加
者
か
ら
は
「
ス
パ
イ

ク
抗
体
の
低
下
と
感
染
予
防

の
低
下
の
関
係
は
」「
ワ
ク
チ

ン
を
打
ち
た
が
ら
な
い
人
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
た
ら
よ
い
か
」
な

ど
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
ほ

か
、「
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
タ

イ
ム
リ
ー
な
話
題
で
大
変
良

か
っ
た
」「
勉
強
に
な
っ
た
」

と
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
大
変

好
評
で
あ
っ
た
。

　2022年度薬価改定
に伴い、（株）じほう社か
ら発行される薬価基準
関連の書籍を、会員限
定の特別価格で販売い
たします。
　各１冊目につきまして
は、1,000円分を本会
が負担する格安価格に
て提供致します。ご希望
の方は本号同封のちら
しでお早めにお申込み
ください。

読
後
感

●

▶
講
師
の
守
屋
章
成
氏

医
療
費
抑
制

２
割
負
担

　
　

10
月
ス
タ
ー
ト

改
定
の
基
本
方
針

基
本
方
針
に
お
け
る

　

主
な
議
論（
歯
科
）

５
回
連
続
マ
イ
ナ
ス
改
定

本
体
わ
ず
か
０
・
43
％
増

2022年度
診療報酬

表
1

表
2

表1 2022年度
診療報酬改定率

表2 改定の基本的視点と具体的方性（一部抜粋・議論の要約）

全体改定率 ▲0.94％

診療報酬（本体） ＋0.43％

　医科 ＋0.26％

　歯科 ＋0.29％

薬価等

　薬科 ▲1.35％

　材料価格 ▲0.02％

　調剤 ＋0.08％

・新型コロナ・新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築
・外来医療の機能分化と質の高い在宅医療・訪問看護の確保
・地域包括ケアシステムの推進
・かかりつけ医・歯科医・薬剤師の機能の評価

（1）新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い
　　医療提供体制の構築（重点課題）

・医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応
・安心・有効・安全な不妊治療を評価
・口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮
  した歯科医療の推進

（3）患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

・後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
・市場実勢価格を踏まえた適正な評価等

（4）効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

・タスクシェアリング/シフティング、チーム医療、ICT利活用の推進と環境改善
・地域医療確保の視点による救急医療体制等の確保
・看護の現場で働く方々の収入引き上げ等の検討と、負担軽減に資する取組の推進

（2）安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の
　　推進（重点課題）

特
別
価
格
で
販
売
！

薬
価
関
連
書
籍

オミクロン株と
追加接種について学ぶ

コロナワクチン講演会



の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
提
出
す

る
こ
と
に
な
る
か
、
現
時
点

で
は
不
明
だ
が
、
生
活
習
慣

病
管
理
料
、
在
宅
時
医
学
総

合
管
理
料
、
疾
患
別
リ
ハ
ビ

リ
料
等
が
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
評

価
に
つ
い
て
は
、
地
域
包
括

診
療
料
等
の
対
象
疾
患
を
見

直
す
こ
と
に
加
え
、「
予
防
接

種
に
関
す
る
相
談
へ
の
対
応
」

が
要
件
に
組
み
込
ま
れ
る
よ

う
だ
。

設
け
ら
れ
る
見
通
し
と
な
っ

て
い
る
。

　
ま
た
、
地
域
連
携
を
促
進

さ
せ
る
た
め
、
外
来
医
療
を

担
う
医
師
と
在
宅
医
療
を
担

う
医
師
が
、
患
家
で
共
同
し

て
必
要
な
指
導
を
行
っ
た
場

合
に
つ
い
て
評
価
を
新
設
す

る
と
し
て
い
る
。
外
来
患
者

の
在
宅
移
行
を
後
押
し
す
る

構
え
だ
。

　
外
来
医
療
の
デ
ー
タ
提
出

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
方
針

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ど

と
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
診

療
側
は
猛
反
発
。
支
払
い
側

と
激
し
い
対
立
が
あ
り
、
議

論
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

  　
紹
介
状
な
し
で
受
診
し
た

患
者
な
ど
か
ら
定
額
負
担
を

徴
収
す
る
義
務
が
あ
る
医
療

機
関
の
対
象
範
囲
が
見
直
さ

れ
る
予
定
だ
。
紹
介
受
診
重

点
医
療
機
関
で
は
、
入
院
医

療
に
つ
い
て
新
た
な
評
価
が

改
定
の
中
で
新
た
な
経
過
措

置
を
設
け
る
と
し
て
い
る
。

　
入
院
医
療
に
つ
い
て
は
、

コ
ロ
ナ
感
染
症
を
は
じ
め
と

し
た
新
興
感
染
症
に
対
応
可

能
な
、
医
療
体
制
の
構
築
を

目
指
す
た
め
の
方
針
が
示
さ

れ
て
い
る
。

　
今
回
の
改
定
で
も
焦
点
と

な
っ
て
い
る
急
性
期
入
院
医

療
は
、
手
術
や
救
急
医
療
な

ど
の
高
度
・
専
門
的
な
医
療

の
実
績
を
も
つ
体
制
に
つ
い

て
評
価
の
新
設
や
ア
ウ
ト
カ

ム
評
価
の
考
え
を
導
入
し
、

　
２
０
２
２
年
度
改
定
は
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
等
に
も
対
応
で
き
る
効
率

的
・
効
果
的
で
質
の
高
い
医

療
提
供
体
制
の
構
築
」
な
ど

の
４
つ
の
柱
を
「
改
定
の
基

本
方
針
」に
据
え
て
い
る（
関

連
１
面
）。

　
「
議
論
の
整
理
」
は
、
４
つ

の
柱
を
も
と
に
章
立
て
で
改

定
予
定
の
項
目
を
整
理
し
た

も
の
。
項
目
ご
と
に
整
理
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
見
直

し
内
容
・
評
価
方
法
が
不
透

明
な
部
分
も
あ
り
、
具
体
的

な
内
容
や
対
応
方
法
は
今
後

示
さ
れ
る
短
冊
で
明
ら
か
に

な
る
予
定
だ
。

　
こ
れ
ま
で
の
中
医
協
議
論

な
ど
を
も
と
に
、
内
容
を
抜

粋
し
て
紹
介
す
る
。

 　
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
特
例
的

な
対
応
と
し
て
前
回
改
定
の

経
過
措
置
が
一
部
延
長
さ
れ

て
い
る
も
の
は
３
月
で
終
了

と
な
る　
　
。
一
部
の
項
目

に
つ
い
て
は
２
０
２
２
年
度

よ
り
手
厚
い
評
価
と
な
る
よ

う
検
討
す
る
予
定
だ
。

　
一
方
で
「
必
要
度
の
判
定

に
か
か
わ
る
評
価
項
目
を
見

直
す
」「
入
院
料
の
評
価
の
在

り
方
を
見
直
す
」
と
も
し
て

い
る
。
一
般
病
棟
用
の
看
護

必
要
度
に
つ
い
て
は
、
支
払

側
が
「
心
電
図
モ
ニ
タ
ー
の

管
理
」
項
目
の
削
除
を
は
じ

め
大
幅
な
見
直
し
を
要
求
す

る
も
、
中
医
協
で
示
さ
れ
た

試
算
案
で
は
２
割
前
後
の
医

療
機
関
が
対
応
で
き
な
い
こ
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初
診
か
ら
の
Ｏ
Ｌ
診
療
に

慎
重
な
検
討
を

　
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｏ
Ｌ
）

診
療
は
２
０
１
８
年
よ
り

導
入
さ
れ
、
初
診
か
ら
は

認
め
ら
れ
ず
、
３
カ
月
に

１
回
の
対
面
診
療
の
条
件

が
あ
っ
た
。
２
０
２
０
年

４
月
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
拡
大
防
止
目
的
に
電
話

や
情
報
通
信
機
器
を
用
い

た
診
療
が
感
染
収
束
ま
で

時
限
的
・
特
例
的
に
初
診

か
ら
認
め
ら
れ
た
。
こ
の

特
例
措
置
は
処
方
制
限
な

ど
の
条
件
が
あ
っ
た
が
不

適
切
な
処
方
も
あ
り
、
ま

た
２
次
医
療
圏
を
越
え
た

遠
方
よ
り
の
診
療
も
行
わ

れ
て
い
た
。

　
Ｏ
Ｌ
診
療
を
行
う
医
師

は
厚
生
労
働
省
が
定
め
る

　
Ｏ
Ｌ
診
療
は
医
療
機
関

の
少
な
い
地
方
に
お
い
て

ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る

メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
一

方
地
方
の
医
療
機
関
の
受

診
患
者
の
減
少
に
よ
る
経

営
を
困
難
に
し
、
地
域
医

療
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
も

あ
る
。

　
Ｏ
Ｌ
診
療
は
あ
く
ま
で

も
対
面
診
療
を
補
完
す
る

も
の
で
、
安
易
に
患
者
の

利
便
性
や
企
業
の
論
理
で

行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。Ｏ

Ｌ
診
療
の
初
診
か
ら
の
導

入
に
は
政
府
の
規
制
改
革

会
議
の
圧
力
に
屈
す
る
こ

と
な
く
、
中
医
協
に
お
い

て
慎
重
な
検
討
が
必
要
で

あ
る
。

研
修
を
受
講
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
今
回
の
特
例
で

は
そ
の
要
件
を
十
分
な
理

解
が
さ
れ
な
い
ま
ま
実
施

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。Ｏ
Ｌ
診
療
は
疾
患
の
見

落
と
し
や
軽
傷
な
疾
患
の

重
症
化
な
ど
の
リ
ス
ク
が

高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ

ら
な
る
医
療
機
関
へ
の
周

知
が
必
要
で
あ
る
。　

　
そ
の
よ
う
な
中
２
０
２

０
年
10
月
に
当
時
の
厚
労

大
臣
な
ど
３
大
臣
に
よ
っ

て
、
初
診
か
ら
の
Ｏ
Ｌ
診

療
の
「
原
則
解
禁
」
が
合

意
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
厚
労
省
の
検
討

会
に
お
い
て
初
診
か
ら
の

Ｏ
Ｌ
診
療
に
つ
い
て
検
討

が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
政

府
の
規
制
改
革
会
議
は
Ｏ

Ｌ
診
療
指
針
に
「
対
面
診

療
と
大
差
な
い
診
療
効
果

が
あ
る
場
合
も
存
在
す
る

こ
と
」
な
ど
の
例
外
を
推

進
事
項
と
し
て
多
数
盛
り

込
ん
だ
。
ま
た
小
林
デ
ジ

タ
ル
副
大
臣
か
ら
は
Ｏ
Ｌ

診
療
が
対
面
診
療
よ
り
診

療
報
酬
が
低
い
こ
と
を
強

調
し
「
フ
ェ
ア
な
点
数
に

な
る
よ
う
に
取
り
組
む
」

等
の
発
言
が
あ
り
、
シ
ス

テ
ム
を
扱
う
企
業
か
ら
講

習
会
や
導
入
の
案
内
が
頻

繁
に
届
い
て
い
る
。Ｏ
Ｌ
診

療
は
営
利
目
的
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
企
業
と
一

体
と
な
っ
た
な
り
ふ
り
構

わ
な
い
初
診
か
ら
の
導
入

が
危
惧
さ
れ
る
。

　

　
見
直
し
に
よ
り
逆
ザ
ヤ
の

抜
本
的
な
解
消
が
図
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
実

勢
価
格
と
大
幅
な
価
格
乖
離

が
生
じ
て
い
る
状
況
で
、
長

期
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
て

い
る
現
状
か
ら
一
歩
前
進
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
会
の

逆
ザ
ヤ
解
消
を
求
め
る
運
動

の
結
果
が
一
部
実
を
結
ん
だ

形
だ
。　

　
ま
た
、乱
高
下
す
る
金
パ
ラ

素
材
の
代
替
材
料
の
導
入
を

進
め
る
意
見
が
出
る
な
ど
、引

き
続
き
中
長
期
的
な
対
策
の

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
目
玉
の
１
つ
と
な
っ
て
い

た
歯
科
用
貴
金
属
の
基
準
材

料
価
格
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
素
材
価
格
の

対
象
期
間
の
見
直
し
と
価
格

改
定
の
頻
度
を
高
め
る
議
論

が
さ
れ
て
き
た
。

　
１
月
の
中
医
協
で
は
、
素

材
価
格
の
対
象
期
間
の
１
月

後
倒
し
と
変
動
幅
に
か
か
わ

ら
ず
素
材
価
格
に
応
じ
て
年

４
回
改
定
す
る
方
向
で
大
筋

合
意
が
行
わ
れ
た
。

に
、
情
報
通
信
機
器
を
用
い

た
初
・
再
診
料
、
医
学
管
理

な
ど
の
要
件
、
評
価
が
見
直

さ
れ
る
方
向
だ
。

　
こ
れ
ま
で
の
特
例
措
置
を

踏
ま
え
て
平
時
の
診
療
へ
適

用
す
る
と
し
て
い
る
が
、
安

全
性
・
信
頼
性
を
含
め
医
学

的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
十
分
に

構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
く
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

を
名
目
に
、
安
易
な
緩
和
拡

大
に
繋
が
ら
な
い
よ
う
注
視

が
必
要
と
な
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利

用
の
観
点
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
活
用

に
と
も
な
う
評
価
の
新
設
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
支
払
側
は
、
設
備
導
入
の

費
用
を
保
険
者
が
負
担
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
追
加
の
評

価
は
不
要
」
と
評
価
の
新
設

に
反
対
。

　
診
療
側
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
活
用
が
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

改
革
の
基
盤
と
な
る
部
分
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
評
価

の
検
討
を
求
め
て
い
る
。　

こ
と
が
出
来
な
く
な
る
可
能
性

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
十

分
な
議
論
が
今
後
求
め
ら
れ

る
。
　 　

医
療
従
事
者
の
働
き
方
改

革
に
つ
い
て
、
焦
点
の
１
つ

と
な
っ
て
い
る
看
護
師
の
収

入
増
は
、
２
月
に
予
定
さ
れ

て
い
る
改
定
全
体
の
答
申
以

降
に
継
続
し
て
議
論
さ
れ
る
。

　

10
月
に
向
け
た
議
論
の
日

程
等
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
が
、
２
〜
９
月
の

補
助
金
の
交
付
状
況
も
踏
ま

え
て
検
討
す
る
と
し
て
お
り
、

注
意
深
く
見
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
コ
ロ
ナ
関
連
で
は
外
来
特

例
の
廃
止
や
検
査
点
数
の
引

き
下
げ
等
が
続
い
た
。
重
点

項
目
で
あ
る
コ
ロ
ナ
対
策
で

は
、
現
場
の
実
情
に
目
を
向

け
た
改
定
を
期
待
し
た
い
。

　
導
入
に
つ
い
て
は
「
症
状

が
安
定
し
て
い
る
患
者
に
つ

い
て
、
医
師
の
処
方
に
よ
り
、

医
師
及
び
薬
剤
師
の
適
切
な

連
携
の
下
、
一
定
期
間
内
に

処
方
箋
を
反
復
利
用
で
き
る

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
仕
組
み

を
設
け
る
」
と
明
記
さ
れ
た
。

　
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
用
い

て
処
方
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

受
診
回
数
の
減
少
に
よ
る
早

期
発
見
・
早
期
治
療
を
行
う

　
整
理
で
は
支
払
側
が
求
め

て
い
た
診
療
報
酬
明
細
書
の

完
全
無
料
発
行
や
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
リ
に
関
す
る
記
載
は

見
送
ら
れ
た
も
の
の
、
昨
年

末
の
厚
労
省
と
財
務
省
の
大

臣
折
衝
で
盛
り
込
ま
れ
た
リ

フ
ィ
ル
処
方
箋
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
て
い
る
。

　　
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切

な
実
施
に
関
す
る
指
針
」
の

見
直
し
や
コ
ロ
ナ
禍
で
出
さ

れ
て
き
た
特
例
措
置
を
も
と

　

１
月
14
日
、後
藤
厚
労
大
臣
は
２
０
２
２
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
つ

い
て
中
医
協
へ
諮
問
を
行
い
、同
日
の
総
会
で
は「
こ
れ
ま
で
の
議
論

の
整
理
」が
了
承
さ
れ
た
。昨
年
末
の
大
臣
折
衝
で
盛
り
込
ま
れ
た

「
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
」に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。政
府
は
１
月
末

か
ら
具
体
的
な
改
定
項
目
で
あ
る「
個
別
改
定
項
目
」（
短
冊
）に
基

づ
く
議
論
を
行
い
、２
月
の
答
申
を
目
指
す
。

表

解　説

厚労大臣　中医協へ改定を諮問
「議論の整理」総会で了承

経
過
措
置
の
延
長
終
了

　

改
定
で
新
た
な
対
応

か
か
り
つ
け
医
に　

予
防
接
種
の
相
談
対
応
も

コ
ロ
ナ
特
例
を
踏
ま
え

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
強
化

金
パ
ラ
改
定
大
筋
合
意　

変
動
幅
に
よ
ら
ず
年
４
回

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
導
入
も

議
論
は
不
十
分

看
護
師
の

　

収
入
増
の
行
方
は

表 経過措置等に係る令和4年度診療報酬改定における取扱いについて

※新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応として、診療実績等に係る要件について、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に該当していた期間は、同等の期間を遡及又は他の期間の平均値で置き換えて
　算出して指し支えないこととしている。

1.令和2年度診療報酬改定に係る経
　過措置
　①急性期一般入院料等における重
　　症度、医療・看護必要度の該当患
　　者割合の引き上げ
　②回復期リハビリテーション料にお
　　ける実績指数の水準引き上げ
　③地域包括ケア病棟入院料等にお
　　ける診療実績の水準引き上げ等

令和4年度診療報酬改定に伴
う新たな基準の設定に伴い、
令和2年度診療報酬改定に係
る経過措置は終了

重点、協力、コロナ患
者受入病床割り当てら
れている医療機関

重点、協力、コロナ患
者受入病床割り当てら
れている医療機関

※項目ごとに当面必要な経過措置を設ける
※コロナ補正*あり

令和4年度診療報酬改定に伴
う新たな施設基準等の設定
※項目ごとに当面必要な経過措置を設ける
※コロナ補正*あり

重点、協力、コロナ患
者受入病床割り当てら
れている医療機関以外
の医療機関

重点、協力、コロナ患
者受入病床割り当てら
れている医療機関以外
の医療機関

すべての医療機関
等で令和3年9月
30日まで経過措
置適用

2.施設基準等において年間実績を使用
　例）　
　①地域医療体制確保加算における
　　救急搬送受け入れ件数
　②処置・手術等の時間外加算にお
　　ける手術等の件数
　③個別の処置、手術等（腹腔鏡下胃
　　切除術、経皮的僧帽弁クリップ術
　　など）

令和3年9月30日まで
令和元年（平成31年）
の実績値で判定可

基準を満たすものとする取扱いについて、
令和4年3月31日まで延長中

令和3年10月1日より新基準適用
※コロナ補正あり

令和3年10月1日より特例は終了し、
令和2年実績を使用して判定　※コロナ補正あり

令和4年3月31日まで令和元年（平成31年）の
実績値で判定可

令和3年9月30日 令和4年4月1日

令和3年度 令和4年度



〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
１
年
度
歯
科
部
関
係
事
業
に
つ
い
て

　
・  （
２
／
19
）
歯
科
臨
床
講
演
会

　
・  （
３
／
28
）
歯
科
新
点
数
検
討
会

②
保
団
連
第　
回
定
期
大
会
発
言
通
告
に
つ
い
て

　
・ 内
容
の
確
認
を
行
っ
た
。

③
２
０
２
２
年
度
準
備
に
つ
い
て

　
・  

２
０
２
１
年
度
活
動
報
告
、
２
０
２
２
年
度
活

　

  

動
方
針
、
２
０
２
２
年
度
予
算
要
求
に
つ
い
て

　

  

検
討
を
行
っ
た
。

③
そ
の
他

　
・  （
２
／
５
号
）「
歯
科
保
険
診
療
研
究
」
原
稿
の
確
認

要
の
準
備
を
経
て
、
申
請
受

付
開
始
予
定
と
な
っ
て
い
る

（
１
月
14
日
時
点
）。
申
請
方

法
な
ど
が
わ
か
り
し
だ
い
本

紙
な
ど
で
掲
載
予
定
。

　
昨
年
末
、
２
０
２
１
年
度

補
正
予
算
案
の
中
で
、
コ
ロ

ナ
禍
で
大
き
な
影
響
を
受
け

る
事
業
者
へ
の
支
援
策
と
し

て
地
域
・
業
種
を
限
定
し
な

い
「
事
業
復
活
支
援
金
」
が

発
表
さ
れ
た
。
固
定
費
負
担

の
支
援
と
し
て
、
５
カ
月
分

の
売
上
高
減
少
額
を
基
準
に

算
定
し
た
額
を
一
括
給
付
す

る
も
の
。

　
現
時
点
で
申
請
開
始
時
期

は
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
所

　

12
月
11
日
、
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
講
座
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開

催
し
、
道
内
各
地
か
ら
会
員

・
家
族
が
多
数
参
加
し
た
。

講
師
に
ふ
た
ば
税
理
士
法
人

代
表
社
員
で
公
認
会
計
士
・

税
理
士
で
あ
る
西
俊
輔
氏
を

迎
え
「
相
続
税
の
基
礎
」
を

テ
ー
マ
に
講
演
を
行
っ
た
。

　
ま
ず
西
氏
は
相
続
税
を
納

め
る
人
の
割
合
に
つ
い
て
、

従
来
４
％
だ
っ
た
割
合
が
２

０
１
５
年
の
税
制
改
正
に
よ

り
８
％
に
倍
増
し
た
と
言
及
。

現
在
の
相
続
税
は
必
ず
し
も

資
産
家
だ
け
の
税
金
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
と
強
調
し
た
。

　
続
い
て
、
相
続
税
の
対
象

と
な
る
財
産
・
な
ら
な
い
財

産
を
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
。

相
続
財
産
の
中
で
も
特
に「
名

義
預
金
」
は
、
約
４
割
の
人

が
税
務
調
査
の
際
に
問
わ
れ

る
と
指
摘
。
相
続
対
策
と
し

て
贈
与
を
行
う
際
の
注
意
点

を
税
務
調
査
で
の
事
例
を
挙

げ
て
詳
説
し
た
。

　
最
後
に
西
氏
は
相
続
税
の

計
算
方
法
に
つ
い
て
も
解
説

し
「
配
偶
者
へ
の
恩
典
で
あ

る
配
偶
者
控
除
に
つ
い
て
は

二
次
相
続
ま
で
見
据
え
た
財

産
の
分
割
の
仕
方
を
考
え
て

使
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。

　
今
回
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
の
生

配
信
に
加
え
、
１
週
間
の
録

画
配
信
も
行
い
、
延
べ
90
名

以
上
が
参
加
し
た
。
参
加
者

か
ら
は
「
知
識
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
」
等

の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
大
変

好
評
で
あ
っ
た
。
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ト
」、３
章
「
仕
事
」、４
章
「
健

康
」、
５
章
「
メ
ン
タ
ル
」、

終
章
「
生
き
方
」
と
な
っ
て

い
る
。

　

生
き
て
い
く
上
で
誰
も
が

感
じ
て
い
る
ス
ト
レ
ス
に
対

し
て
、
い
か
に
回
避
す
る
か

が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、目
か
ら

鱗
が
落
ち
る
感
覚
を
覚
え
た
。

　
小
生
は
あ
ま
り
本
を
読
ま

な
い
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
ら

に
対
し
て
考
え
る
こ
と
が

あ
っ
た
た
め
、
本
を
読
む
機

会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と
に
感
謝
し
た
い
。

　
こ
の
本
は
、①
90
％
の
「
共

通
の
悩
み
」
を
す
べ
て
解
決

す
る
、②「
Ｔ
ｏ 

Ｄ
ｏ
」
に
こ

だ
わ
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
、③
本

当
に
効
果
の
あ
る
対
処
法
と

お
す
す
め
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を

提
示
す
る
、
と
い
う
３
つ
の

特
徴
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
構
成
は
序
章
「
ス
ト
レ
ス

フ
リ
ー
の
基
本
」、
１
章
「
人

間
関
係
」、２
章「
プ
ラ
イ
ベ
ー

第
10
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
1
月
12
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回　

第
11
回
歯
科
部
担
当
理
事
会…

２
月
９
日（
水
）午
後
７
時

ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー
超
大
全

樺 

沢 

紫 

苑 

著

ダ 

イ 

ヤ 

モ 

ン 

ド 

社

る
よ
う
に
日
々
の
診
療
を
丁

寧
に
行
い
、
患
者
さ
ん
の
話

を
し
っ
か
り
聴
く
よ
う
に
心

が
け
て
い
ま
す
。

―
目
指
す
医
院
像
に
つ
い
て

　
子
供
か
ら
高
齢
者
ま
で
安

心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
、
地
域
の
か
か
り
つ

け
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
や
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―

ご
趣
味
は

　
最
近
は
忙
し
く
て
、
な
か

な
か
行
く
機
会
が
あ
り
ま
せ

ん
が
大
学
時
代
か
ら
や
っ
て

い
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
と
弓
道
で

す
。
時
間
が
で
き
た
ら
再
開

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―

今
後
の
目
標
に
つ
い
て

　
現
在
も
在
宅
医
療
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
今
後
も
在
宅
医

一緒に寄り添い
支える医療を目指す

須藤　隆次 先生
須藤内科クリニック　帯広・十勝支部132132

略歴
　北海道帯広市出身。2005年に旭川
医科大学を卒業し同院研修医として勤
務。その後、名寄市立総合病院をはじめ
道内病院に勤め、2021年9月開設。

病
を
主
に
み
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後

は
消
化
器
と
と
も
に
内
科
全

般
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

―

開
業
し
た
動
機
な
ど
は

　
亡
き
父
が
遺
し
た
医
院
を

再
開
し
、
在
宅
医
療
を
含
め

地
域
の
皆
様
が
安
心
し
て
通

院
で
き
る
病
院
を
作
り
た
い

と
思
っ
た
の
が
動
機
で
す
。

―

開
業
後
の
苦
労
や
嬉
し
か
っ
た

　
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

―

入
会
し
た
理
由
は

　
診
療
報
酬
の
改
定
な
ど
、

変
化
す
る
医
療
状
況
に
つ
い

て
色
々
と
情
報
を
い
た
だ
け

る
と
伺
い
入
会
し
ま
し
た
。

―

ご
専
門
は

　
内
科
総
合
専
門
医
、
消
化

器
病
専
門
医
、
肝
臓
病
専
門

医
、
消
化
器
内
視
鏡
専
門
医

の
資
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
大
学
病
院
で
は
慢
性
肝
疾

患
や
肝
が
ん
治
療
な
ど
肝
臓

　
こ
れ
ま
で
診
療
の
み
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
開
業
当
初

は
思
っ
た
以
上
に
事
務
作
業

が
多
く
初
め
て
ば
か
り
で
大

変
で
し
た
。

　
前
勤
務
先
の
患
者
さ
ん
や

亡
き
父
が
病
院
を
運
営
し
て

い
た
こ
ろ
か
ら
の
患
者
さ
ん

も
来
院
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
再
開
し

た
こ
と
を
喜
ん
で
も
ら
え
た

こ
と
、
近
く
に
ク
リ
ニ
ッ
ク

が
で
き
て
安
心
し
ま
し
た
と

い
っ
た
声
を
い
た
だ
け
る
こ

と
が
嬉
し
い
で
す
。

―

診
療
で
心
掛
け
て
い
る
こ
と

　
は
な
ん
で
す
か

　
患
者
さ
ん
に
対
し
て
誠
意

を
も
っ
て
診
療
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。
信
頼
関
係
を
築
け

療
を
必
要
と
す
る
方
が
増
え
て

く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
自
宅

で
最
期
ま
で
過
ご
し
た
い
と
い

う
声
を
聴
く
こ
と
も
多
く
、
通

院
時
か
ら
一
緒
に
寄
り
添
い
最

期
ま
で
支
え
ら
れ
る
医
療
を
目

指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

―

患
者
さ
ん
に
寄
り
添
い
、
地

　
域
の
方
々
に
親
し
ま
れ
る
ク

　
リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
ぜ
ひ
ご
活

　
躍
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

（
Ｋ
・
Ｈ
）

（
聞
き
手
　
事
務
局
田
中
）

売上高
減少率 個人

年間売上高 ※
1億円以下

年間売上高 ※
5億円超

法人

2022年の政治展望
衆院選と参院選の狭間で

上
限
最
大

事
業
復
活
支
援
金

法
人
２
５
０
万
円

個
人　
５
０
万
円

将
来
の
相
続

　
　
に
備
え
て

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
座

50

　

12
月
20
日
号
３
面
の
読
者
の
ひ
ろ
ば
に
お
い
て

誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、左
記
の
通
り
訂
正

し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

誤：石
狩
支
部
　
栗
山
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

正：千
歳
市
　
　
栗
山
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

日　時 2月26日（土）15時～17時

形　式 オンライン開催（Zoomウェビナー）

講　師 山本　健太郎　氏 
北海学園大学法学部教授

対　象 会員、会員所属の医療機関職員

申　込 2月22日（火）締切

対象者

上限額

新型コロナウイルスの影響で
2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高と比較して
50%以上または30%~50%減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

経産省
事業復活支援金

※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

▲50％以上

▲30～50％

50万円

30万円

100万円

60万円

150万円

90万円

250万円

150万円

年間売上高 ※
1億円超～5億円

▶
講
師
の
西
俊
輔
氏

締切間近！
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会員からの質問事例

点数検討会開催のお知らせ
医　科 歯　科
■日　時：4月3日（日）
　　　　 11時～13時（予定）
■会　場：札幌市教育文化会館
■対　象：会員および職員
■参加費：無料

■日　時：3月28日（月）
　　　　 19時～21時（予定）
■会　場：オンライン開催
■対　象：会員
■参加費：無料

※詳細は本号同封のちらしをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大状況症などの状況により、中止・変更となる場合が
　ありますのでご了承ください。

　バーの定義に関しては
　　・床と床を連結するもの
　　・床と間接維持装置を連結するもの
　となっております。
　質問の事例では、クラスプは間接維持装置として認められない
のではないでしょうか。
　以上を踏まえて、バーをどのように算定するかは先生御自身で
判断して頂けたらよろしいかと思います。

　上顎左右67の遊離端欠損症例でのパラタルバーの算定につ
いてお尋ねします。
　左右45の双歯鉤及びパラタルバーを用いる設計の部分床義
歯を作製しますが、パラタルバー３本の算定は認められます
か。またこの症例で、例えば35に二腕鉤を用いる場合はいかが
でしょうか。

問

答

　根管充填は１歯につき１回に限り算定することになっていま
す。根管充填に併せて加圧根管充填を行った場合は、１歯につき
１回に限り、根管充填と加圧根管充填処置をそれぞれ算定するこ
とになっております。
　加圧根管充填を行った患者に対して、前回の感根処に係る歯
冠修復が完了した日から６か月を経過した日以降、再度の感根
処を行う場合、EMR、根管充填処置、加圧根管充填処置は、それ
ぞれ必要に応じて算定できます。
　※６か月未満であれば、根貼のみの算定となります。
　　カルテ記載は、実態通り記載してください。摘要記載は必要
　　ありません。

　「根充処置は１歯に月１回限りの算定と決められています。」
と返戻されました。根充後の予後が悪く再根貼を行い、その後
症状消失後に再根充を行いました。
　以前は加圧根充の点数は一度目の根充時のみでしたが根管
充填は摘要記載にて２回目の根充時も算定可となっていたと
思いますが、一度きりと変更されたのでしょうか？
　また変更されたとするとカルテ上は（再）根貼の次に支台築
造やコアimpがきてしまうことになると思います。その際はその
摘要記載が必要となりますでしょうか？

問

　療養担当規則より、
　「保険医療機関は、診療録を保険診療以外（自費診療等）の診
療録と区別して整備し、患者の診療録についてはその完結の日か
ら５年間、療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録に
ついてはその完結の日から３年間保存しなければならない。」と
なっています。
　よって、明細書控えも同様に３年間の保存義務が生じます。

　領収書と明細書についてですが、こちらは両方とも１通ずつ
患者さんに渡し、また１通ずつを病院保管するとのことでよろし
いでしょうか。
　某会社に聞いてみたところ領収書のみ患者さんと病院で保
管し、明細書は患者さんに渡すのみでいいということでしたが、
確認でお願いします。

問

　①２枚目に撮影するパノラマの撮影料は１/２で電子画像処
　　理加算が算定できないため、デジタル撮影の場合は、
　　診断料　125点＋撮影料１/２　91点＝216点の算定にな
　　ります。
　　ちなみにアナログ撮影であれば、フィルム料12点も加算され
　　227点になります。
　②P基処の際の薬剤は生理食塩水等になります。
　③それでよろしいと思います。
　④歯科衛生士実地指導に関して
　　「当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告
　　するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関
　　する記録を作成する。」
　　とあります。実地の写しはカルテに保存しておくもの、業務記
　　録簿は歯科衛生士がつける記録で別のものになります。（歯
　　科衛生士法施行規則により定められています）

　①保険点数の算定について
　　P病名でパノラマを算定した別日に、顎関節症病名でパノ
　　ラマを算定した場合は何点で算定すればよろしいですか。
　②P基処を算定する場合の薬剤の種類を教えていただきたい
　　です。
　③「歯科治療時医療管理料」の施設基準の届出の書類にあり
　　ます「４病院である別の保険医療機関との連絡調整を行う
　　者」は、当院の担当者を記載すればよろしいでしょうか。
　④歯科衛生士業務記録簿は、実地指導における文書提供の
　　写しがその取扱いとしてよろしいでしょうか。
　　その際には、カルテに保存しておくものとは別に、業務記録
　　として保存しておく必要はあるでしょうか。

問

　P検査を続けて２回行っても、１回しか保険請求はできませ
ん。P検査→P重防またはSPT→P検査…、のように検査と処置は
必ず交互の算定となります。

　P重防やSPT中の患者についてです。
　P検→SPTまたはP重防→P検の繰り返しになるのが普通だと
思いますが、P検→P検→SPTまたはP重防→P検となるのはだめ
でしょうか。
　ちなみにP検とP検の間は１か月以上空いています。

問

　３ブロック以内の残存歯でパノラマレントゲン撮影をする場合
は、傷病名というよりは、パノラマ撮影を必要とした理由を摘要記
載していただくことになると思います。もし顎骨内の病変がある
（疑い）場合は、その傷病名をつけてレセプト請求を行ってくださ
い。

　３ブロック以内の残存歯で、パノラマレントゲン撮影が認定
される場合の傷病名を教えてください。

問

　①口腔内装置に年齢制限はありませんので、状況に応じて保険
　　点数を算定してください。詳細は、「歯科点数表の解釈　令
　　和２年４月版」（社会保険研究所発行）P251～に記載され
　　ています。使用した材料と咬合の付与により点数が異なりま
　　す。
　②①と同じ「歯科点数表の解釈」P346新たに有床義歯を製作
　　する場合の印象採得（13）ニ 　認知症を有する患者や要介
　　護状態の患者であって、義歯管理が困難で有床義歯が使用
　　できない状況を摘要欄に記載してください。

　①小児の歯ぎしりに対するスプリントは保険請求できますか。
　　またセット時の点数教えてください。
　②認知症の患者さんが義歯新製してから６か月以内で紛失
　　してしまいました。この場合再度新製する時のレセプトに
　　記載する摘要の文言を教えてください。

問

答

答

答

答

答

答


